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核
不
拡
散
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約
の
下
で
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核
共
有
に
つ
い
て
の
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国
の
解
釈
の
認
識
に
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す
る
質
問
主
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米
国
は
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
加
盟
国
と
、
い
わ
ゆ
る
「
核
共
有
」
を
実
施
し
て
お
り
、
現
在
こ
の
「
核
共

有
体
制
」
の
下
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
の
う
ち
複
数
国
に
核
爆
弾
を
配
備
し
て
い
る
。
核
戦
争
の
際
に
は
、
配
備
さ
れ
た
国
が
自

国
の
航
空
機
を
用
い
て
こ
れ
ら
の
核
爆
弾
を
投
下
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
核
不
拡
散
条
約
（
Ｎ
Ｐ
Ｔ
）
は
第
一

条
及
び
第
二
条
で
核
兵
器
の
非
核
兵
器
国
へ
の
移
譲
を
禁
じ
て
い
る
た
め
、
核
共
有
と
核
不
拡
散
条
約
の
間
に
は
齟
齬
が
あ
る

と
の
解
釈
が
存
在
す
る
。 

 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
米
国
は
、
一
九
六
七
年
四
月
二
十
八
日
に
、
核
不
拡
散
条
約
案
と
核
共
有
体
制
の
間
に
は
齟
齬
は
な
い

と
の
解
釈
を
ソ
連
側
に
提
示
し
て
い
る(It does not deal with arrangements for deployment of nuclear weapons 

within 
allied 

territory 
as 

these 
do 

not 
involve 

any 
transfer 

of 
nuclear 

weapons 
or 

control 
over 

them 
unless 

and 
until 

a 
decision 

were 
made 

to 
go 

to 
war, 

at 
which 

time 
the 

treaty 
would 

no 
longer 

be controlling.)

。
概
略
、
核
共
有
体
制
に
あ
る
米
国
核
兵
器
は
、
平
時
は
米
国
の
管
理
下
に
置
く
の
で
移
譲
が
伴
う
こ
と
は

な
く
、
実
際
に
同
盟
国
に
移
譲
さ
れ
る
の
は
、
戦
争
突
入
の
決
定
が
な
さ
れ
た
後
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
は
条
約
は
も
は
や
効

力
を
持
た
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 
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一 

日
本
政
府
は
、
上
記
の
Ｎ
Ｐ
Ｔ
と
核
共
有
に
関
す
る
米
国
の
解
釈
に
つ
い
て
認
識
し
て
い
る
か
。 

二 
日
本
政
府
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
と
核
共
有
に
関
す
る
米
国
の
解
釈
に
つ
い
て
、
米
国
か
ら
こ
れ
ま
で
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
あ
る

か
。
伝
え
ら
れ
た
場
合
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
え
ら
れ
た
の
か
。 

三 

Ｎ
Ｐ
Ｔ
と
核
共
有
に
関
す
る
米
国
の
解
釈
に
つ
い
て
直
接
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
日
本
政
府
は
知
っ
て
い
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
知
っ
た
の
か
。 

四 

日
本
政
府
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｔ
は
失
効
す
る
こ
と
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。
そ
う
認
識
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
状
況
に
お
い
て
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


